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土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 

 

 

第１章 総則 

 

（適用範囲） 

第１条 この要領は、農林水産省所管の国営土地改良事業、直轄地すべり対策事業及び直轄海岸保

全事業の用に供する土地等の取得又は使用及びこれに伴う損失の補償に必要な権利調査、用地測

量、登記資料収集整理等、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、予備調査、移転工

法案の検討、再算定業務、土地評価、補償説明、地盤変動影響調査等、費用負担の説明、騒音等

調査、事業認定申請図書等の作成、物件調書の作成、保安林解除等申請図書の作成、完了図書の

作成、内水面漁業権等調査、阻害要因の調査及び処理方針の作成、写真台帳の作成及びその他用

地補償に関連する業務を請負に付す場合（以下「用地調査等請負業務」という。）の処理につい

て定め、もって事業の運営の適正化を図ることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 前条の事務処理に当たっては、会計法（昭和２２年法律第３５号）、予算決算及び会計令

（昭和２２年勅令第１６５号）、契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２号）、農林水産

省会計事務取扱規程（昭和４４年農林省訓令第９号）、測量作業規程（平成９年７月３日付け９

構改Ｄ第４６３号農林水産省構造改善局長通知）、各地方農政局会計事務取扱細則及び各地方農

政局契約事務取扱要領その他の法令等に定めるほか、この要領の定めるところによる。 

 

（調査項目等） 

第３条 用地調査等請負業務ができる範囲は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）権利調査に関する事項 

（２）用地測量に関する事項 

（３）登記資料収集整理等に関する事項 

（４）建物等の調査に関する事項 

（５）営業その他の調査に関する事項 

（６）消費税等調査に関する事項 

（７）予備調査に関する事項 

（８）移転工法案の検討に関する事項 

（９）再算定業務に関する事項 

（１０）土地評価に関する事項 

（１１）補償説明に関する事項 

（１２）地盤変動影響調査等に関する事項 

（１３）費用負担の説明に関する事項 

（１４）騒音等調査に関する事項 

（１５）事業認定申請図書等の作成に関する事項 

（１６）物件調書の作成に関する事項 

（１７）保安林解除等申請図書の作成に関する事項 

（１８）完了図書の作成に関する事項 

（１９）内水面漁業権等調査に関する事項 



（２０）阻害要因の調査及び処理方針の作成に関する事項 

（２１）写真台帳の作成に関する事項 

（２２）前各号に掲げる以外の用地補償に関する事項 

 

（受注者の選定） 

第４条 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「担当官」という。）は、前

条各号の用地調査等請負業務を行う場合においては、各地方農政局契約事務取扱要領に定める有

資格者名簿に登録された者のうちから用地調査等請負業務を行わせる者（以下「受注者」とい

う。）を選定するものとする。 

 

（請負契約等） 

第５条 担当官が用地調査等請負業務を行わせる場合の契約の方式は、会計法第２９条の３の規定

によるものとする。 

２ 契約書は、建設工事に係る設計等業務の請負契約書について（平成８年２月２３日付け８経第

２６３号農林水産事務次官通達）の別紙業務請負契約書によるものとする。 

３ 仕様書は、別記（Ⅰ）用地調査等業務共通仕様書のほか、担当官が別に定める特別仕様書によ

るものとする。 

４ 用地調査等業務価格の積算については、別記（Ⅱ）価格積算基準及び別記（Ⅲ）標準歩掛によ

り行うものとする。 

 

（身分証明書の発行等） 

第６条 農林水産省組織規則（平成１３年農林水産省令第１号）に定める事務所及び事業所並びに

建設所の長（以下「所長」という。）は、用地調査等請負業務を行う者に身分を示す証票（別記

様式、以下「身分証明書」という。）を交付するものとする。 

２ 所長は、用地調査等請負業務を行う者に、当該用地調査等請負業務を行うに当たって常に身分

証明書を携帯するよう指示するものとする。 

３ 所長は、用地調査等請負業務を完了したときは、当該用地調査等請負業務を行った者から、業

務完了後１０日以内に、身分証明書を、監督職員を経由して返納させるものとする。 

 

（立入り又は立会い） 

第７条 所長は、用地調査等請負業務を行う者が、当該用地調査等請負業務のため、他人の占有す

る土地、建物又は工作物に立ち入ることができるよう、あらかじめ了解を得るものとする。 

２ 所長は、用地調査等請負業務に際し土地等の所有者、占有者その他利害関係人の立会いが得ら

れるよう、あらかじめ措置しておくものとする。 

 

（閲覧申請書等の交付） 

第８条 所長は、用地調査等請負業務を行う者が、土地の登記記録、建物の登記記録若しくは戸籍

簿等を閲覧し、又はその謄本等の交付を受けるために必要な閲覧申請書若しくは交付申請書を受

注者に交付するものとする。 

 

（成果物の検査） 

第９条 担当官は、受注者から用地調査等請負業務が完了した旨、成果物を添えて完了通知書の提

出があったときは、当該通知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いの上、当該業務の完了

を確認するための検査をしなければならない。 



２ 担当官は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再検査を受けるように受注者に通

 知しなければならない。 

 

（成果物の引渡し） 

第１０条 担当官は、前条の完了を確認するための検査を了したときは、当該成果物の引渡しを受

けなければならない。 

 

 

 

附  則 

 

１ この要領は、平成１４年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知による改正後の土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領は、平成１５年４月 

１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知による改正後の土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領は、平成１７年４月 

１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知による改正後の土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領は、平成１７年１２月

１９日から適用する。 

（附則） 

１ この通知による改正後の土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領は、平成１８年１０月

１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知による改正後の土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領は、平成２０年７月 

１６日から適用する。 

（附則） 

１ この通知による改正後の土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領は、平成２１年４月 

１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、平成２２年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、平成２５年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、平成２６年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、平成２７年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、平成２８年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、平成２９年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、平成３１年４月１日から適用する。 



（附則） 

１ この通知は、令和元年９月１９日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和２年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和３年１月７日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和３年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和４年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和５年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和５年１１月１３日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和６年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和７年４月１日から適用する。 

（附則） 

１ この通知は、令和８年４月１日から適用する。 

 

  



 別記様式（第６条関係） 
 

 

第    号 

 

身  分  証  明  書 

 

 

 

 

 

 

 

写 
 

真 

 

住 所 

 

名 称 

氏 名 

 

 

上記の者は、業務請負契約書に基づき、用地調査等請負業務を行う専門技術者であること

を証明する。 

 

有 効 期 間        年  月  日から 

年  月  日まで 

         

発  行  日        年  月  日 

         

         

発 行 者 住 所 

事業（務）所長 

 

 

 

〈裏面記載事項〉 

１ 本証は、日付のないものは無効とする。 

２ 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

３ 用地調査等請負業務を行う者の住所、名称及び氏名に変更があったときは、速やかに記

載事項の変更を受けること。  

４ 有効期間を経過したときは、１０日以内に返納するものとし、用地調査請負契約が解除

されたとき等不要となったときは、ただちに返納すること。 

 
 

（作成要領） 

１ 本証には、原則として写真を添付したものとすること。  

２ 本証の様式は、Ａ列５番サイズを標準とするもののほか、携帯用カ－ド式のサイズをもって

運用することができるものとする。 

 


